
選 挙 管 理 委 員 会 告 示

◉金沢市選挙管理委員会告示第14号

　令和７年７月28日任期満了による参議院議員通常選挙において、公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第17条

ただし書の規定により、選挙人名簿の登録の移替えを当該選挙の期日後に延期する期間を次のとおり定めます。

　　令和７年６月11日

金 沢 市 選 挙 管 理 委 員 会　　

　登録の移替えを延期する期間

　　令和７年６月12日から当該選挙の期日まで
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令和７年（2025年）６月11日

〒920 - 8577
金沢市広坂１丁目１番１号

金 沢 市 役 所

（毎月３回　１日　11日　21日発行）

発行所

第３１８３号の２

●選挙管理委員会告示

○参議院議員通常選挙に係る選挙人名簿の登録

の移替えを延期する期間について 

（選挙管理委員会）　 1
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金 沢 市

金 沢 市 役 所
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